
20分ルールの根拠
・２０分ルールとは下記の厚生労働省通知に基づく居宅介護請求上のルールであり、居宅介護を補完する地域生活支援事業である移動支援もこのルールを準用した算定となる。

・居宅介護にあっては、３０分を超える所要時間の算定にも当然に２０分ルールが適用される。

　すなわち３０分を超えた場合の所要時間の算定は、５０分をもって１時間の算定が可能となり、それ以降も同様である。
・移動支援にあっては、地域生活支援事業であることからこのルールを緩和し、３０分を超える時間の算定は４５分をもって１時間の算定を可としている。（１５分ルール）

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日障発第1031001号　厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」
	第二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。）に関する事項　

(略)

２．

介護給付費
（１）居宅介護サービス費

(略)

③　居宅介護の所要時間

(略)
（三）「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。

(略)
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